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((q))地域福祉妾撒隙巻尽＜環境の変�it

現在、 少子高齢化、 核家族化、 一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加、 地域

のつながりの希薄化等により地域社会が変容する中、 いわゆる 「制度の狭間」 にある

課題や、 複雑化・複合化した課題が生じてきています。

こうした複雑化・複合化した課題を解決するため、 制度・分野ごとの 「縦割り」 や

「支える側」 「支えられる側」 という従来の関係を超えて、地域や一人ひとりの人生の

多様性を前提とし、 人と社会がつながり支え合う取り組みが生まれやすいような環境

を整える新たなアプロ ー チが求められています。

（（幻姫路市g糧施］

本市では、社会福祉法に基づく市町村地域福祉計画として、平成17年(2005年）に

「姫路市地域福祉計画」を策定し、 平成27年 (2015年）には 「2025年問題」を見据

えて高齢者、 障害者、 子ども等の福祉に関係 する計画を踏まえ、 6年間の 「姫路市地

域福祉計画」を策定し、 地域福祉の推進に取り組んできました。

（主な取組実績）

平成27年度 姫路市在宅医療・介護連携支援センタ ー運営開始

平成29年度 子育て世代包括支援センタ ー設置

平成30年度 基幹型地域包括支援センタ ー設置

令和元年度 総合福祉会館供用開始

令和2年度 基幹相談支援センタ ー設置

((3)新i疸な計画堕策定賭当i椋っyで

平成27年に策定した 「姫路市地域福祉計画」 が令和2年度 (2020年度）に終了す

ることから、 社会経済情勢や、 本市における地域福祉を取り巻く現状、 団塊の世代が

75歳以上になる 「2025年問題」、 さらに団塊ジュニア世代が高齢者になる 「2040年

問題」への対応等を踏まえ、 「 自助」、 「共助」、 「公助」 の適切な役割分担の下、 市民

が住み慣れた地域で健やかな暮らしが出来るよう、 地域に根ざしたきめ細かな福祉の

充実を目指して、 新たな 「姫路市地域福祉計画」を策定します。
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本計画は、 社会福祉法（昭和26年法律第 45号）第107条の規定に基づく市町村地

域福祉計画であり、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成2 8 年法律第29号）

第 14条に基づく成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画と

一体的に策定するものです。

本計画は、 姫路市総合計画を上位計画とし、 姫路市高齢者 保健福祉計画及び姫路市

介護保険事業計画、 姫路市障害福祉推進計画、 姫路市子ども・子育て支援事業計画、

ひめじ健康プラン（姫路市保健計画）等の分野別計画を横断して、 本市の地域福祉に

おける基本方針と施策展開の方向を明らか にするものです。

つ -

計画の期間は、 令和3年度(2021年度）から令和8年度(2026年度）までの6か年

とします。

置

本市の総人口は、 減少傾向となっており、 令和2年9月末現在で534,580人となっ

ています。年齢別でみると、 生産年齢人口(15~64歳）の減少傾向が続き、 高齢者人

口(65歳以上）は増加傾向となることが予想されます。

総人口の推移と推計
（万人）

80 
26.8% 26.9% 27.6% 28.6% 30.6% 

24.8% 70 21.2% ． ． ． ． ． 

． 60 5長訪人 54.1万人 53.5万人 52.5万人 51.8万人 51.0万人 50.2万人
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H27(2015) R2(2020) R7(2025) R12(2030) R17(2035) 

1 =14歳m -15~39歳こ二］40~64歳こコ65~74歳一75歳以上� I 
※令和2年度までは各年度9月未時点（市情報政策室「町別人ロ ・年齢別人口」）
※令和7年度以降の推計にあたり、本計画では、姫路市総合計画(2021年3月策定）で目標として定める人口「目指す2030年の

定住人口51. 8万人」を基礎とした
※高齢化率は実人数で算出
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い」» t地摸畔随疼凌忍還携彦＜彦
,
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市民が住み慣れた地域で暮らし続けるために、 地域における多様な地域福祉の担い

手の連携を強化し、 地域住民による支え合い活動を促進するとともに、 地域生活課題

を地域の住民が共に理解し合い、 意識の共有を図ることができるよう、 地域福祉の意

識の醸成を図ります。

（（�»支梁合ぬ；を＋支援甜甜甜組祝づ忽り

地域での支え合いを支援するために、 地域課題や地域の住民が抱える生活課題につ

いて包括的に相談でき、 適切な支援を受けることができるような仕組みづくりを行い

ます。 また、 成年後見制度や市民後見制度などの周知・啓発や虐待等についての早期

発見・早期通報につなげる取り組みを充実します。

（（切

だれもが、 地域で健やかな暮らしが送れるように、 さまざまな人に配慮した住みよ

いまちづくりを進めるとともに、 日頃から地域の助けあいの中で防災・減災や防犯に

取り組むことで緊急時に備えるとともに、 安全安心に暮らせる地域を目指します。

三つの基本方針に共通する事項として、 「相談支援」 「参加支援」 「地域づくりに向け

た支援」を一体的に実施する重層的支援体制整備事業について関係者が意見交換を進

め、 包括的な支援体制の構築を目指します。

ヽ
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地域福祉の担い手の役割を明確化し、 活動範囲（圏域）を設定し、 連携の仕組みを

構築することで担い手の連携をスム ー ズにするとともに、 地域における福祉課題やニ

ー ズを把握し、 きめ細かく対応します。

【圏域設定の考え方】

自治体（市域全体）
地域団体や専門職の支援、全市的な調整等を行います。

姫路市（本庁各課、保健所、総合福祉会館等）
社会福祉協議会、基幹型地域包括支援センタ ー 等

多
様
な
圏
域
で
活
動

常生活圏域（複数の中学校区
専門職のネットワ ー ク。福祉、保健、
医療等の専門職が問題解決を行います。

保健センタ ー・分室、地域包括支援センタ ー等

（小学校区
に活動する場。専門
あれ,�専門職につなぎ

社協支部、自治会、
民生委員・児童委員等

N
P
O 、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 、

福
祉
サ
—

ビ
ス
事
業
者
等
は 、

一

［基本理念］ ［基本方針］ ［施策］

ー 地域福祉を支え
る環境づくり

2
 

支え合いを支援
する仕組みづく
り

(1)地域福祉活動の促進及び活性化

(2)地域で生活課題を支援する仕組みづくり

(3)地域福祉の意識の醸成

(1)重層的な相談支援のネットワ ー クづくり

(2)権利擁護支援の充実
（姫路市成年後見制度利用促進基本計画）

(3)包括的な支援体制の構築

(1)福祉サー ビスの適切な利用と高い質の確保

3 健やかな薯らし
を支えるまちづ
くり

(2)みんなが健やかに暮らせる住みよいまち
づくり

(3)安全・安心に暮らせる防災対策、
防災活動の促進

4



一

墓本方針

1 地誠幅祉を支える環臆づくり

—•一 ＿＿＿―- 活動 ＿＿＿ 一
それぞれの圏域で地域福祉活動が持続的に行われるよう、活動団体への支援や担

い手を育成し、 地域福祉活動の促進及び活性化に取り組みます。

• ．．
•社会福祉協議会との ・

連携 ・ 協働 ： •多様な実施主体の
●総合福祉会館を拠点とした• 参画 ・ 育成の促進

地域福祉活動の展開 ： 

「：：：一：·：:

【重点方策】

l::::f-,』
＇
琲ヤLE,1 ： 「：：：＇ー』1L伺1

••福祉コミュニティの活性化

づくり
—•- . . - - - --- - - - -— - ―,. . 

地域での多様な活動主体の協働により、支援が必要な人の生活課題を支援する仕
組みづくりに取り組みます。

【重点方策】

: I::::M,.'琲ヤL叶 ： 「：：：m厚L叶

•地域福祉の関係者等による· •地域ケア会議の充実 ••コミュニティソー シャル

会議の開催 ・•地域子育て支援拠点事業・ ワー カーによる支援

•地域自立支援協議会の開催： の充実 ：•民間事業者等による見守り
• •生活支援サー ビスの充実• 体制づくり

●医療と介護の連携の推進 ： •地域包括支援センターの：•地域に密着した見守りの
•共生型サー ビスの周知 ： 機能強化 ・ 推進

「：：：··:·:3

地域住民同士が気にかけ合う関係を構築し、地域住民の地域福祉活動への参加を
促進するよう、 地域福祉の意識の醸成に取り組みます。

【重点方策】

l;::;E・
＇
琲ヤL伺1「：：：··:·::

•啓発活動の充実

●総合福祉会館の充実
•交流活動の促進

： r：：：m』L見1

: •福祉教育の推進

: •学習機会の確保
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基本2方針 支虚り合l»葱支援暉る〗｛菌組屋籾含矯履

ットワ ークづくり

支援が必要な人に適切な情報が届くよう、 情報提供や相談体制の充実を図るとと

もに、 複雑化・複合化する地域生活課題に対応できる重層的な相談支援のネットワ

ークづくりに取り組みます。

「：：：一：·:：

【重点方策】

l::::E*'琲非L阿1 「：：：m1L阿1
●総合的相談支援機能の整備 ・

•相談支援体制の周知 ：•包括的な相談窓口と ：•地域づくりを促進する
•生活に困窮した人への • アウトリ ー チ支援の検討 ． 連携強化

相談支援

一躙庫師疇疇疇編 -- --J 

高齢者や障害のある人などの尊厳を守る取り組みを行うとともに、 支援関係機関
との連携により、 安全に暮らせる環境づくりに取り組みます。 また、 成年後見制度

の活用など権利擁護支援の充実に取り組みます。

【重点方策】

l叶ー

＇

琲ヤL阿1「三—:·:3 r三m』,L恒91

●姫路市成年後見支援
センタ ーの活用

•制度の普及啓発
•権利擁護支援センタ ーの

検討

• •地域の支援関係機関での • ●判断能力に不安がある人
・ 権利擁護支援 ． への支援

施策3
一 ・ ・ ・

一 � �-� � - - --- - -· 、

生活に困窮した人等が適切な支援を受けることができるよう、 包括的な支援体制

の構築に取り組みます。

． 

． 

． 

． 

•生活に困窮した人の自立に ・

向けた支援 ： 
•障害のある人の自立に ・

向けた支援 ：•谷間のない包括的な
•ホ ー ムレス自立支援体制の． 相談支援

推進
•自殺対策の推進 ： 
•再犯防止の推進 ・

•ひきこもり状態にある人へ：
の支援 ．

「三一—'·:3

【重点方策】

l;f-,』 笥申L見1 r三m』,Lほ11

:•地域における生活に困窮
• した人の早期発見
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基本方針

3 画しを支えるまちづくり

ービスの適切結刹困kと高伽‘)賃諏確限

支援が必要な人が適切なサ ー ビスにつながり、質の高いサー ビスが利用できるよ
う、 情報提供の充実とともに、 人材育成等サ ー ビスの質の確保・向上を図ります。

【重点方策】

国＇・
＇

琲ヤL阿1「：：：-；；＇·:3

●情報提供の充実
•福祉サー ビスの質の

確保・向上

「：：：官写囀1』L研

•地域に開かれた施設運営の促進

砂ん結が鑓やかに暮らtせる淮蒻れよいま苔づくり

子どもから高齢者まで、すべての人が生涯を通じて生きがいをもって安心して暮
らすことができるよう、 健やかにみんなが住みよいまちづくりに取り組みます。

【重点方策】

l::::f-：湛琲ヤL百11「：：：一：·：3
•ユニバーサルデザインの

まちづくり
●参画と協働の推進
•生涯を通じた健康づくり

． 

． 

． 

． 

• •生活関連施設等の
： バリアフリ ー化の推進
． 

． 

： 「：：：m--, ：＇L見1
:•地域福祉活動の場の確保
••地域福祉活動拠点の整備
●●買物支援サー ビス事業の

：実施

安岳：刈姦直鳩ゴ暮湯せる防臨甜顔危、 隙緩

災害時に支援を必要とする人が避難できるよう、平常時における地域での見守り
や支え合いを推進し、 地域の実情に応じた支援体制づくりに取り組みます。

【重点方策】
国:-'琲ヤL阿1

•福祉避難所運営体制の充実：•地域拠点施設における
・ 要援護者支援

「三＿；；·：3
． 

． 

． 

． 

••地域に根ざした要援護者
：支援と見守りの推進
． 

． 

「：：：｀梓詈→7店；L百11

一

計画の期間中は、計画に定めた施策を着実に推進していくことを基本に、計画の
進捗状況や地域福祉を巡る社会情勢の変化等を把握して、 成果を検証しながら、 必
要に応じて柔軟に見直すこととします。

なお、 地域団体、 支援関係機関の関係者等で構成する会議を設置し、計画の進行
及び成果の評価等を行い、 協働による地域福祉の推進を図っていきます。

姫路市地域福祉計画 概要版

姫路市 健康福祉局 保健福祉部 保健福祉政策課
〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地
TEL : 079-221-2455 / FAX: 079-221-2489 
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